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令和７年度 群馬県教職員互助会事業計画 

１ 総則事項 

会員数 １６，３５０人 正規：14,220 人 臨時：2,130 人 

財源（掛金） ３４６，７００千円 掛金：給料月額×5／1,000 

※最高限度額：給料 496 千円（掛金 2,480 円） 

※給料月額＝給料の調整額・教職調整額を含む 

 

２ 給付事業 

（１）療養に関する給付 

入院見舞金 入院期間中１日につき 会員 １，０００円 

           被扶養者 ５００円 

（２）慶弔に関する給付 

結婚祝金 会員が結婚したとき  ３０，０００円 

出産祝金 会員又は被扶養者が出産したとき １児につき ２０，０００円 

出産見舞金 妊娠４か月以上の流産・死産・人工妊娠中絶  ２０，０００円 

入学・卒業祝金 会員の被扶養者が小学校又は中学校（中等教育学校の前期課程を含む）

に入学したとき     １０，０００円 

中学校を卒業したとき  １０，０００円 

弔慰金 会員が死亡したとき   ５００，０００円 

※満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある被扶養

者を有する会員が死亡したとき   

・被扶養者 1人につき  ５００，０００円を加算 

被扶養者が死亡したとき 

・配偶者        ２００，０００円 

・その他         ２０，０００円 

（３）休業に関する給付  

介護休暇見舞金 介護休暇を取得し、公立学校共済組合から介護休業手当金が支給され

る期間を超えて引き続き介護休暇を取得しているとき 

・介護休暇見舞金     ３０，０００円 

※共済組合等から介護休暇に対し給付金が支給される期間を除く（時

間単位・半日単位の介護休暇は対象外） 

（４）障がい者に関する給付 

障がい児（者）見舞金 

 

満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある介護を要

する障がい児（者）（身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている者）を扶養しているとき 
・１人につき 年３０，０００円（年度内１回） 
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（５）災害に関する給付 

災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき、損害の程度に応じ

て、見舞金を支給 

損害の程度 見舞金（円） 

① 住居及び家財の全部の焼失･滅失 

② 前号と同程度の損害を受けたとき 

３００，０００ 

③ 住居及び家財の 1／２以上の焼失･滅失、又は同程度の損害を受けたとき 

④ 住居又は家財の全部の焼失･滅失、又は同程度の損害を受けたとき   

２００，０００ 

 

⑤ 住居及び家財の 1／３以上の焼失･滅失、又は同程度の損害を受けたとき 

⑥ 住居又は家財の 1／２以上の焼失･滅失、又は同程度の損害を受けたとき 

１００，０００ 

⑦ 住居又は家財の 1／３以上の焼失･滅失、又は同程度の損害を受けたとき  ５０，０００ 

⑧ 床上１２０㎝以上の浸水 ※１ １００，０００ 

⑨ 床上３０㎝以上の浸水 ※１  ５０，０００ 

⑩ ①から⑨の損害の程度に当てはまらず、罹災証明が発行される程度の被災 

をしたとき 

ただし、車両は、安全な走行に支障をきたす場合に限る ※２ 

 ３０，０００ 

   ※１ 損害の程度の認定が困難な場合のみ適用 

   ※２ 例：走行不能 

        法令違反となり公道を走行できない状態 

        （窓ガラス、ヘッドライト、テールランプ、サイドミラー等の著しい破損） 

（６）退職に関する給付 

退職慰労金 会員期間１年以上の者が退職等により退会したとき 

１，０００円×会員年数 

 

３ 厚生事業 

（１）健康管理事業 

人間ドック助成 

脳ドック助成 

４０歳以上の希望者の１泊２日人間ドック 

３０歳以上の希望者の日帰り人間ドック 

４０歳以上の希望者（３年に１回）の脳ドック 

※共済組合に委託して事業実施 

※助成額：県費・共済組合・互助会合わせて、1人２１，０００円 

（２）文化・レクリェーション事業 

群馬交響楽団鑑賞 

助成 

入場回数券６００枚の範囲（１人２枚まで）で、抽選により無料配布 

地元プロスポーツ 

観戦チケット配布 

事業 

 

地元プロスポーツチーム(サッカー、硬式野球、バスケットボール)のホ

ームゲームチケットを抽選により配布 

①ザスパ群馬（シーズンシート１０席） 

②群馬ダイヤモンドペガサス（１００枚） 

③群馬クレインサンダーズ（２００枚） 

共済施設等利用助成 会員(組合員会員除く)が共済組合施設を宿泊等で利用したとき 
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指定県内ビジネス 

ホテル宿泊助成 

指定したビジネスホテル（１５施設）を宿泊利用したとき 

１泊につき ２，０００円（会員のみ、年度内３泊まで） 

共済組合連携事業 

 

共済組合企画事業の費用の一部を負担 

①東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券 

・実施方法：募集期間を設けて希望者を募る。(希望者多数の場合抽選) 

配布枚数２，０００枚（助成額２,０００円） 

 うち 7割を互助会が負担 

②企画事業の費用の一部を負担 

・くだもの狩り ９００名（助成額１,０００円） 

 うち５割を互助会が負担 

・観劇 １００名(助成額６，０００円) 

うち５割を互助会が負担 

③会員(組合員会員除く)対象事業 

・会員へのアウトソーシング事業の適用 

・会員数１４名  年額１７，０００円 

（３）選択型厚生事業 

会員に対し、「厚生事業助成券（１枚１，０００円分）」を配布 

助成金額 一人あたり１１，０００円（１１枚）（継続） 

   ：有効期間 ４月１日から２月２８日まで 

   ：申請締切 ２月２８日まで 

   ：年度途中加入者への減額調整なし 

 ・助成券の配布期間 ４月から１２月まで 

○次の９指定事業のうち、会員が希望する事業に負担した範囲内で助成 

健康増進 ①人間ドック ②健康管理 ③スポーツ施設等利用 

元気回復 ④旅行助成 ⑤厚生施設利用 ⑥芸術文化助成  

自己啓発 ⑦資格取得 ⑧教養研修 

育児・介護助成 ⑨育児助成、介護助成 

（４）記念品・表彰関係事業  

リフレッシュ休暇 

促進助成 

 

リフレッシュ休暇制度に該当する会員に対する助成 

・３０歳 １０，０００円の旅行券又は図書カード 

・４０歳 ２０，０００円の旅行券又は図書カード 

・５０歳 ４０，０００円の旅行券又は図書カード 

※リフレッシュ休暇該当者（参考） 

・３０歳 勤続５年以上で３０歳に達する者、または３０歳以上で勤

続５年に達する者 

・４０歳 勤続１５年以上で４０歳に達する者、または４０歳以上で

勤続１５年に達する者 

・５０歳 勤続２５年以上で５０歳に達する者、または５０歳以上で

勤続２５年に達する者 
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円 円 円 

４ 貸付事業 

貸付金額は、２０万円、３０万円、及び５０万円とし、これに係る弁済期間を、最高４０か月

に定め、元金及び事務手数料は、均等弁済による月賦納付として、会員の利便を図る。 

※毎月２５日締め切り・翌月２７日送金・貸付翌月から弁済（給与控除） 

貸付金額 弁済回数 事務手数料 １回の払込金額 備  考 

２００，０００ 
１０回 ８２０ ２０，０８２  

年利 ０．９％ ２０回 １，５８０ １０，０７９ 

３００，０００ 
２０回 ２，３６０ １５，１１８ 

３０回 ３，４８０ １０，１１６ 

５００，０００ 
２０回 ３，９４０ ２５，１９７ 

４０回 ７，６８０ １２，６９２ 

 

５ その他  

ビジネスカード入会

斡旋 

職域の福利厚生の一環として、希望者に生涯年会費無料等の特典が付

与された「ＪＣＢビジネスカード」入会の斡旋 

※提供：（株）群銀カード 

※互助会費用負担なし 

各種割引案内 一般企業との提携による利用料などの割引 

・施設名：ダイワロイネットホテルズ  (宿泊割引) 

 ※申込み方法は公式サイトの法人専用画面へアクセスして指定され

たＩＤとパスワードを入力。 

※互助会費用負担なし 

 


